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論文の内容の要旨 

 

（目的） 

労働者を取り巻く社会背景は、産業構造の変化や経済成長の低迷により、非正規労働者の増加、雇用

不安、うつ病や自殺者の増加をもたらしている。労働者のストレスについては、NIOSH の職業性ストレ

スモデルが包括的なモデルとされ (Hurrell & McLaney, 1988) 、仕事外のストレス要因や緩衝要因、

個人要因が急性ストレス反応への影響を修飾するとされており、本人の認知によってもストレス度が異

なると考える。河村・秋山 (2006) は、職務状況をストレス要因としてとらえるか自体にも、性格が関

係している可能性を示唆している。 

そこで、本研究は、研究Ⅰでは、職業性ストレスとストレスを蓄積しやすい気質が関連しているか否

かを検討し、研究Ⅱでは、職業性ストレスとレジリエンスや自己イメージとの関連について明らかにす

ることを目的とした。また、研究Ⅲ―１では、介入のための仮説モデルを構築し、研究Ⅲ―２では、仮

説モデルに基づいて、ストレスマネジメントプログラムにより介入し、その効果を検証することを目的

とした。 

(対象と方法) 

研究Ⅰでは、男性労働者 205名を対象に自記式質問紙調査を実施し、年齢と職種を統制した偏相関分

析とロジスティック二項回帰分析を行った。研究Ⅱでは、男性労働者 661 名を対象に WEB 調査を行い、

データの分析には一元配置分散分析と t検定を用いた。 

研究Ⅲ―１では、男性労働者 131名を対象にストレス気質のセルフケア行動がレジリエンスや職業性
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ストレスに与える因果モデルを構築するために、共分散構造分析を行った。研究Ⅲ－２では、研究Ⅲ－

１の対象者を４群に分け、全ての群に前半は自己理解、他者理解のための気質コーチング法を行い、後

半に２群はタイムマネジメント法により介入、他の２群は未来自己イメージ法による介入を行った。介

入効果は、介入前後、１ヶ月後、３ヶ月後の調査結果を、二元配置分散分析、ダネット検定により検証

した。介入技法は、認知行動療法の一技法である SAT法（Structured Association Technique）を応用

した。 

(結果) 

研究Ⅰでは、職業性ストレスの量的負担、質的負担、対人関係と不安気質発現認知の高さと関連が認

められた。 

研究Ⅱでは、職業性ストレスの量的負荷、質的負荷、対人関係の困難の高さと自己主張を抑える他者

報酬型の自己イメージが関連し、レジリエンスの低さが認められた。また、レジリエンスの高さは達成

感、裁量度の高さや自己報酬型の自己イメージと関連していた。 

研究Ⅲ―１では、仮説モデルを分析したところ、概ねあてはまりの良いストレスマネジメント支援の

因果モデルが構築された。潜在変数「ストレス気質のセルフケア行動実行自信度」は、「ソーシャルサ

ポート」、「自己効力感」、「社会性」の観測変数からなる潜在変数「レジリエンス」に有意な正の影響力

を与えていた。また、潜在変数「レジリエンス」は、「量的・質的負荷」、「裁量度」を観測変数とする

潜在変数「職業性ストレス」に有意に負の影響力を与えていた。 

研究Ⅲ－２では、セルフケア行動実行自信度は、タイムマネジメント法群が 1 ヶ月後に有意な上昇を

認めたが、３ヶ月後まで介入効果が持続しなかった。職業性ストレスの量的負荷、質的負荷は両群とも

に３ヶ月後の変化は認められなかったが、裁量度は未来自己イメージ法群が１ヶ月後に有意な上昇とな

った。レジリエンスについては、タイムマネジメント法群は３ヶ月後まで変化が認められず、未来自己

イメージ法群は有意ではないが１ヶ月後に上昇する傾向となった。しかし、３ヶ月後まで持続しなかっ

た。 

(考察) 

 研究Ⅰからは、職業性ストレスの量的負担、質的負担、対人関係などのストレスは、本人の認知の仕

方によるものが大きいと考えられた。不安気質発現認知の程度が高い場合に、自己主張を抑える傾向や

他者の期待に必要以上に応えようとする傾向との関連が確認され、周囲の重要他者に気にいられようと

する本人の要求水準の高さが職業性ストレスとなっていると推察した。 

 研究Ⅱの結果からは、レジリエンスの高さとは、ストレスを抱えたとしてもそれを乗り越え、自分の

力にできるということであり、乗り越えることで得た学びや気づきが達成感の高さや裁量度の高さとな

っているのではないかと考えられた。また、レジリエンスの高さと自己イメージの良さとの関連を考え

ると、自分に自信があると他者への過剰な期待を防ぐことが考えられ、対人関係のストレスを低く認知

すると推察した。 

研究Ⅲ－１からは、気質に応じたセルフケア行動の実行自信度を高めていくことは、レジリンスを高

め、職業性ストレスを低減させる可能性があることが因果モデルから解釈できた。 

研究Ⅲ－２では、気質コーチング法とタイムマネジメント法を組み合わせたストレスマネジメント法

は、労働者に対して、自己や他者をどう理解すれば良いかについて、気質の概念を用いた知識提供する

ことと、自分が生涯をどう生きたいかということを視野に入れた長中短期のタイムマネジメントのため
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のスキルを提供することができ、具体的にどうすればいいかの行動目標が立ちやすく、セルフケア行動

の自信度が向上したと考えられる。また、気質コーチング法と未来自己イメージ法を組み合わせたスト

レスマネジメント法本介入では、気質概念を用いた知識提供は共通しているところであるが、自己イメ

ージ法を取りいれることにより、自己イメージの変容を図った。自己イメージは、感じ方や考え方の基

盤となっていることから、それが変容することで、職業性ストレスの軽減につながったと推察できた。 

今後は、介入効果の持続のためにセルフケア行動が意識づけられるようなグループワークを取り入れ

た教育の工夫やフォローアップの充実が必要であると考える。 

 

審査の結果の要旨 
(批評) 

 一般企業において調査や介入を試みた実践的な研究である。横断研究によりストレス緩和のため

のレジリエンスの重要性に着目し、個人の気質のセルフケア行動がレジリエンスや職業性ストレス

に影響するという仮説モデルを構築し、さらに、そのモデルに基づいて介入を行い、一定の成果を

得ている点が評価できる。 

しかしながら、介入研究において、ストレスマネジメント支援のための介入効果を検討するには、

コントロール群の設定が必要であるが、本研究の研究デザインが介入内容の異なる 2群を設定した

ものになっており、その点に課題が残った。今後、研究デザインを工夫し、介入研究を継続するこ

とで、労働者に対するストレスマネジメント支援法を確立していくことを望んでいる。 

平成 26 年 1 月 6 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明

を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と

判定した。 

よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認

める。 


